


2023年１月～３月

地域連携若手交流会に参加しました
２月１４日、埼玉縣信用金庫川越支店にて「地域連携若手交流会」が開催され、当協会川越支店から７名の職員が
参加しました。
この交流会は、川越市内の金融機関や商工団体等が業務の相互理解を図ることにより、地域課題の共有や、ソリ

ューション強化に向けた連携を活性化させることを目的としています。
当日は、お客さまへの向き合い方や、各自の仕事に対するやりがいや悩みなど、様々な議題についての意見交換

が活発に行われました。
この交流会で培われたネットワークを活かし、地域で一体となって中小企業支援に取り組んでまいります。

参加機関 ※順不同

埼玉縣信用金庫 川越支店／飯能信用金庫 川越支店・南大塚支店／日本政策金融公庫 川越支店／
川越商工会議所／埼玉県信用保証協会 川越支店

彩の国中小企業支援ネットワーク
第９回金融分科会を開催しました
１月６日、「彩の国中小企業支援ネットワーク第９回金融分科会」を
Webにて開催しました。
第９回金融分科会では当協会を含め１４の機関が参加し、１月１０日付で
改正がなされた「伴走支援型特別保証制度」を用いた中小企業支援につ
いて情報交換を行いました。

参加機関 ※順不同

埼玉りそな銀行／武蔵野銀行／埼玉縣信用金庫／川口信用金庫／青木信用金庫／飯能信用金庫／
熊谷商工信用組合／埼玉信用組合／埼玉県医師信用組合／日本政策金融公庫／商工組合中央金庫／埼玉県／
さいたま市／埼玉県信用保証協会
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表紙のイラスト ウサギ（埼玉県こども動物自然公園）
ぴょんぴょんと飛び跳ねて険しい道を軽々と越えていくイメージから、縁起の良い動物と

されているウサギ。イメージだけではありません。ウサギは前足より後ろ足が長いため、上り坂
を走るのが得意です。その反面、下り坂はちょっと苦手でゆっくり慎重に歩きます。これを喩え
たことわざが「ウサギの上り坂」。得意な分野で力を発揮したり、条件に恵まれて物事がトント
ン拍子で進んだりする様子を言い表します。
東松山市のこども動物自然公園内にある「ぴょんぴょん村」では、ウサギたちが走ったり歩

いたり、自由に動き回る姿を見ることができます。新年度が始まり、何かと環境が変わるこの
季節。上り坂を走る人も、下り坂を歩く人も、転ばないように気を付けて、ウサギたちと一緒に
春の訪れを楽しみましょう。

第３５回さいたま活性化サロンに出席しました
３月１３日に開催された第３５回さいたま活性化サロンに当協会から小暮常務理事が出席しました。
さいたま活性化サロンとは、関東財務局が事務局となり、埼玉県内の企業経営者や有識者が一堂に会し、地域経

済の中長期的な課題について自由闊達な情報・意見交換を行う場として、定期的に開催しているものです。
ポストコロナにおける事業者支援の在り方がテーマとなった今回、当協会は伴走支援型特別保証制度の取組方針

についてご説明するとともに、ご出席された方々との意見交換を行いました。

彩の国ビジネスアリーナ2023
に出展しました
２月８日～９日にさいたまスーパーアリーナ（さいたま市）で
開催された「彩の国ビジネスアリーナ２０２３」に出展しました。
このビジネスフェアは中小企業の受注確保・販路開拓・技術力

向上等を目的とするビジネスマッチングイベントで、今回は４７８
団体・企業が出展し、２日間で計１２，６８５名の方が来場されました。
当協会ブースでは、信用保証制度の仕組みや各種保証制度を紹

介しました。
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１．金融支援

令和５年度の主な取組みについて
県内の中小企業・小規模事業者の支援のため、令和５年度は以下の取組みに注力してまいります。

⑴資金繰り支援
令和５年度は新型コロナウイルス感染症の影響に加え、原油・物価高や「ゼロゼロ融資」の返済開始による中

小企業・小規模事業者の資金繰りへの影響が懸念されるところです。
そこで、当協会では「伴走支援型特別保証制度」をはじめとする各種借換保証を活用して、厳しい経営環境に

置かれた中小企業・小規模事業者の事業継続を支援します。

伴走支援型特別保証制度
新型コロナウイルス感染症等の影響を受けた事業者が、金融機関との対話を通じて経営行動計画書を策定し、

金融機関が継続的な伴走支援を行う保証制度です。
「ゼロゼロ融資」の返済開始により資金繰りに影響を受ける事業者を支援するため、令和５年１月１０日に「対
象者要件の拡大」や「借換に係る要件の追加」等の改正を行いました。

〈制度の特徴〉

Pick Up!

国からの保証料補助 柔軟な資金調達 継続的なフォローアップ
国からの保証料補助により
通常よりも引き下げた保証
料率が適用されます

ニーズに合わせて、新たな
資金調達にも、借換にも利
用可能です

金融機関との継続的な対話
によりお借入れ後も伴走型
の支援が受けられます

⑵経営力向上支援
当協会は新たな経済環境の中で見出した商機へのチャレンジや、生産性向上に向けた取り組み、SDGs等の社

会的課題に取り組む中小企業・小規模事業者を積極的に支援します。

SDGs 普及促進保証（愛称：ステップワン保証）
これから SDGsに取り組む、もしくは既に取り組んでいる事業者を対象とした保証制度です。SDGsをよ
り多くの方に身近なものとして取り組んでいただくことを目的として令和４年４月１日に創設しました。

〈制度の特徴〉

Pick Up!

当協会所定の「SDGs 宣言確認書」をご提出いただくことで、
信用保証料を最大１０％引き下げます

埼玉県信用保証協会からのお知らせ

Information
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⑶経営者保証に依存しない融資の促進
国は創業意欲の喚起や事業承継の円滑化を図る目的で、経営者保証に依存しない融資慣行の確立に向けた環境

整備を進めています。
これを受け、当協会では経営者保証非徴求の保証制度や「経営者保証に関するガイドライン」の適切な運用を

通じて、中小企業・小規模事業者の円滑な資金調達を支援します。

スタートアップ創出促進保証制度（略称：SSS保証）
創業者の事業の活性化を図るべく、創業者向けの新たな保証制度「スタートアップ創出促進保証制度（略称：
SSS 保証）」の取扱いを令和５年３月１５日より開始しています。

〈制度の特徴〉

Pick Up!

経営者保証（法人代表者、法人の実質的な経営権を有している
方等による保証）が不要です

～保証制度の利便性向上に向けた取り組みについて～
中小企業・小規模事業者の皆さまの資金需要に柔軟に対応するため、令和５年４月１日付で保証制度の改正を

行いました。対象となる保証制度と主な改正内容は以下のとおりです。
制度名 主な改正内容

エグゼクティブ・プラス保証
・保証限度額の要件緩和
・据置期間の延長

無担保型特別保証（無担保マスター） ・借入金要件の緩和

担保活用型長期保証制度（前途洋々）
・保証期間の延長
・担保充足率の見直し

ご紹介した保証制度の詳細につきましては、当協会ホームページをご覧ください。

ホーム ＞ 各種保証制度のご案内

保証制度の
絞り込み表示機能
各項目をクリック
すると、その項目
に合致する保証制
度のみが表示され
ます。

各保証制度の
詳細情報

クリックすると保
証制度の詳細ペー
ジが表示されます。
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２．経営支援

⑴個々の事業者に寄り添った経営支援の実施
中小企業・小規模事業者との間で経営課題の認識を共有した上で、金融機関・関係機関・専門家と連携しなが

ら、個々の事業者の経営課題に合わせた経営支援策を実施します。

新たに条件変更を行う事業者等への伴走支援施策「リスタート・プラン」
新たに条件変更を行う事業者を支援するため、伴走支援施策「リスタート・プラン」を実施します。簡易経

営診断を活用して早期に経営課題を発見、整理するとともに、課題解決に向けた提案を行い、金融取引の正常
化を目指して事業者に寄り添った支援を行います。

〈実施イメージ〉

Pick Up!

⑵創業者へのフォローアップ
創業から間もない中小企業・小規模事業者に対しては、「死の谷」と言われる創業後２～３年を越えるための

伴走型の支援を行います。

創業者伴走支援パッケージ（愛称：ブリッジ）
〈施策理念〉

Pick Up!

創業者の夢への架け橋 金融機関への架け橋 支援機関への架け橋
事業が安定的に発展し、創
業者の夢を実現するための
架け橋になる

創業後に必要となる金融支
援が円滑に受けられるよう、
金融機関への架け橋になる

何らかの経営課題に直面した際
には、課題解決のために外部専門
家や支援機関との架け橋となる

〈施策概要〉
スタートアップ創出促進保証制度（略称：SSS 保証）など当協会の創業者向け保証制度をご利用いただいた

方を中心に、継続的な訪問により創業者に伴走し、金融機関や支援機関と連携しながら適時適切なフォローア
ップを実施します。
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広報物を発刊しました！
当協会の概要等をご説明した以下の広報物を作成しました。各種広報物は当協会ホームページ「パンフレット類・
各種書式」ページに掲載しています。ぜひご活用ください。

『業務のご案内』
当協会の業務内容を説明するためのパンフレットです。
窓口に備え置いて配布していただく他、お客さまに当協会のご説明をする際にご活用くだ
さい。

主な掲載内容
信用保証ご利用のメリット、信用保証Q&Aなど

『創業Navi』
創業を予定している方向けに、創業プランの作成方法等を解説するためのパンフレットで
す。創業を予定しているお客さまからの相談時等にご活用ください。

※スタートアップ創出促進保証制度の創設を踏まえた改訂を行いました。

主な掲載内容
創業計画書の策定方法、創業に係る情報提供、当協会の創業者向け支援策など

金融機関の皆さまへ
各種パンフレットは、当協会ホームページからお取り寄せいただけます。

〈取寄用ページ〉 ホーム ＞ 金融機関専用ページ ＞ パンフレット類

こちらから
必要事項を

入力してください

※当協会ホームページの「金融機関専用ページ」へアクセスするには、専用の IDとパスワードが必要です。
ID・パスワードにつきましては金融機関の信用保証協会担当部署へお送りしていますので、ご確認ください。

シーズンリポートの廃刊について
情報機器の充実により、情報収集手段がインターネットにシフトしている昨今の情勢を踏まえ、当協会ではシーズン

リポートを廃刊することといたしました。今後はホームページを活用した情報発信を充実させ、より「迅速」で「分か
りやすい」情報提供に努めてまいります。
長らくご愛読いただきましたことに感謝申し上げます。
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当協会
ホームページも
ご活用ください！

■ご相談・お問い合わせ先
保証申込みに係るご相談・お問い合わせ

特定社債保証・流動資産担保融資保証（ABL）

保証経営支援部（本部審査課）海外展開に関する保証

NPO法人に係る保証

上記以外の保証 さいたま営業部・各支店（保証課）

条件変更・経営支援に係るご相談・お問い合わせ

期間延長・返済方法の変更

さいたま営業部・各支店（経営支援課）
連帯保証人の追加・解除、債務引受

保証条件担保の変更

経営支援

融資（条件変更）実行後に係るご相談・お問い合わせ

貸付（条件変更）実行、償還・完済に係る手続き・報告 保証経営支援部（保証事務課）

信用保証料の送金、返戻 企画総務部（経理課）

事故・代位弁済に係るご相談・お問い合わせ

事故報告に係る手続き さいたま営業部・各支店（経営支援課）

代位弁済に係る手続き 管理再生支援部（代位弁済課）

■事務所のご案内
本店 熊谷支店

TEL 企画総務部
企 画 課 048（647）4712情報システム課
総 務 課 048（647）4711経 理 課

保証経営支援部
保証統括課 048（647）4713保証事務課
創業支援課 048（647）4720
経営支援統括課 048（647）4716本部審査課

管理再生支援部
代位弁済課 048（647）4714
管理一・二・三課 048（647）4717
管理統括課 048（647）4715

さいたま営業部
保 証 一 課 048（647）4721
保 証 二 課 048（647）4722
経営支援課 048（647）4723

検査指導室 048（647）4718

TEL 保 証 課 048（521）5221
経営支援課 048（521）5277

川越支店

TEL 保証一・二課 049（249）1681
経営支援課 049（249）1671

春日部支店

TEL 保 証 課 048（731）7311
経営支援課 048（731）7312

ご相談内容に応じたサポートデスクもご用意しています！
●創業に関するご相談・・・・・創業サポートデスク 048－729－7911
●海外展開に関するご相談・・・海外展開サポートデスク 048－729－7912
●事業承継に関するご相談・・・事業承継サポートデスク 048－729－7913
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